
　坂祝町では、「広報さかほぎ」に掲載する広告の募集を行っています。企業や団体の
イメージアップ等にぜひ広告掲載のご検討を願います。
　毎月1回、各自治会を通して各家庭に配布している他、スーパーセンターオークワ
坂祝店、町の各施設などにも配置していますので、広告効果に期待できます。　
■広告媒体
　広報さかほぎ
　月1回（15日発行）で町内全体に配布しています。
　 1号当たりの発行部数は2,500部です。
■規格・1号あたりの掲載料
　【縦5.0㎝ ×横 8.5㎝】町内事業者：2,500円　　町外事業者：3,750円
　【縦5.0㎝ ×縦18.0㎝】町内事業者：5,000円　　町外事業者：7,500円
■申込方法
　・坂祝町ＨＰ（トップページ→事業者向け → 広告募集）より申請書をダウンロードください。
　・広告原稿は広告主が作成してください。

可茂消防事務組合本部において、スマートフォンやタブレット端末を用いて
119番通報ができるシステムの運用が開始されました。
　Net119とは、携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を通して、簡単な画面操作で文字に
よる119番通報を行うことができる行政サービスです。利用対象者は、可茂消防事務組合管内に在住
又は在勤若しくは在学の方で、聴覚又は音声・言語機能等の障害によって音声通話が困難な方です。
　利用可能端末は、インターネット機能と GPS機能を有した、インターネット端末（スマートフォン、
タブレット又は一部の高機能フィーチャーフォン）です。

※利用するためには、利用者登録が必要となりますので、役場福祉課までお越しください。

災害への備えのために購入する、家庭用発電機の購入補助を行います。

問い合わせ先：坂祝町役場 総務課　☎66-2401

※申請には、領収書（購入した機器の種類やメーカー、型式などの記載があること）、
　認印、補助金を振り込むための金融機関の口座がわかるものが必要です。

受 付 期 間：令和2年10月1日～令和4年3月31日
補助対象者：坂祝町内に住所を有し、かつ、居住する個人
　　　　　　　※補助金の交付の対象となる発電機、蓄電池の数は、１世帯1台を限度とする。

補助対象品目：発電機、蓄電池で交流100Ⅴ出力端子を備えたものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
　　　　　　（1）中古品及び個人売買によるもの　（2）オプション品及び交換部品
補助金の額：発電機、蓄電池購入金額（消費税を含む。）の2分の1以内（2万円上限）※100円未満切り捨て


